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第44回 葛飾区子ども・子育て会議 議事録 

 

Ⅰ 日時：令和５年10月 30日(月) 午後１時～ 

Ⅱ 場所：葛飾区役所７階 705・706会議室 

Ⅲ 出席者 

１【出席委員18人】 

二宮委員、阿部委員、岩城委員、江良委員、小林委員、佐藤委員、鈴木委員、髙橋委員、 

田中(麻)委員、坪井委員、津村委員、中山委員、二葉委員、町田委員、三尾委員、 

小尾委員、田中(香)委員、林委員 

２【欠席委員７人】 

石井委員、上田委員、遠藤委員、小野田委員、加藤委員、黒沢委員、宮嶋委員 

 ３【事務局】 

子育て支援部長、児童相談部長、子育て政策課長、子ども・子育て計画担当課長、 

子育て応援課長、子育て施設支援課長、保育課長、児童相談課長、相談援助担当課長 

児童保護担当課長、子ども家庭支援課長、青戸保健センター所長、他担当職員 

 

Ⅳ 次第 

１ 開会 

２ 議事 

(１)(仮称)「葛飾区子ども総合計画」の策定について 

① 子ども・子育て支援に関する実態調査について 【資料１－１】  

② 子ども・子育て支援に関する調査概要(案) 【資料１－２】  

③ 葛飾区子ども・子育てニーズ調査票 設問一覧(前回との比較) 【資料１－３】  

(２)特定教育・保育施設等の利用定員の設定について  

特定教育・保育施設等の利用定員の設定について 【資料２】  

(３)第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画実施状況について  

① 第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画実施状況 【資料３－１】  

② 葛飾区子育て支援に関するアンケート調査結果 【資料３－２】  

③ 子どもからの意見及び回答(案)について 【資料３－３】  

(４)その他  

① (仮称)葛飾区子ども・子育て基本構想の策定について 【資料４】  

② 葛飾区児童相談所の開設について  

③ 児童相談所設置自治体事務について 【資料５】  

 ３ 閉会 

 

Ⅴ 配付資料 

葛飾区子ども・子育て会議(第 44回)次第 

資料１－１   子ども・子育て支援に関する実態調査について 

資料１－２   子ども・子育て支援に関する調査概要(案) 

資料１－３   葛飾区子ども・子育てニーズ調査票 設問一覧 

資料２     特定教育・保育施設等の利用定員の設定について 

資料３－１   第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画実施状況   

資料３－２   子育て支援に関するアンケート調査結果 

資料３－３   子どもからの意見一覧 

資料４    (仮称)葛飾区子ども・子育て基本構想の策定について 

資料５     児童相談所設置自治体事務について 

参考資料１  第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の 

考え方(初版) 

参考資料２   平成 30年度葛飾区子ども・子育て支援ニーズ調査 

参考資料３    児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に向けた検討状況(抜粋) 
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参考資料４   葛飾区子ども・若者に関する調査について 

参考配付   葛飾区児童相談所（パンフレット） 

 

Ⅵ 議事要旨 

１ 開会 

 副会長 

ο会長が不在のために副会長が進行する旨伝達。 

ο傍聴人がいるため、注意事項を伝達。 

ο区のＨＰ掲載等のため、職員が記録撮影する旨伝達。  

事務局 

ο出欠状況について報告。定足数に達しているため、会議が成立している旨伝達。  

ο令和５年10月１日付け組織改正に伴う児童相談部職員の紹介。 

ο(仮称)「葛飾区子ども総合計画」の策定支援事業者の紹介。 

 

２ 議事 

(１)(仮称)「葛飾区子ども総合計画」の策定について 

副会長 

ο議事(１)について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

ο(仮称)「葛飾区子ども総合計画」の策定にあたっては、教育・保育・地域子ども・子育て支援事業

の量の見込み並びにそれに対応する提供体制の確保の内容及び実施時期について定める必要があ

ります。参考資料１として配付した国の通知「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等におけ

る『量の見込み』の算出等の考え方(初版)」の冒頭に記載がある通り、手引きに提示された考え方

の活用方法も含め、具体的な算出方法等については、地方版子ども・子育て会議等の議論を経て判

断することとされています。今後、(仮称)「葛飾区子ども総合計画」の策定に向けて、具体的な量

の見込みとの算出方法等について、子ども・子育て会議の場で議論いただくことになりますので、

よろしくお願いします。 

(資料１－１「子ども・子育て支援に関する実態調査について」概要) 

οこの調査は、総合計画の策定にあたり、教育、保育施設等の利用にかかる「量の見込み」や地域子

ども・子育て支援事業の現状、その他施策のニーズを把握するために実施するものです。本調査

は、国の通知（参考資料１）の２ページにも記載されている通り、潜在的ニーズを含めたニーズ把

握・算出が重要であるため、これまでの計画策定時の考え方を引き継いで実施するものとなりま

す。調査は前回と同様、調査票を配付し、匿名にて記入いただく形の「ニーズ調査」と、グループ

ヒアリングなどによる「基礎調査」の実施を予定しています。 

(資料１－２「子ども・子育て支援に関する調査概要(案)」概要) 

οニーズ調査については、前回と同様、「未就学児の保護者に対する調査」、「幼稚園在園児の保護者

に対する調査」、「小学生の保護者に対する調査」を実施する予定です。なお、「小学生の保護者に

対する調査」は、調査規模を約 500 件増やす予定です。基礎調査のグループヒアリングについて

も、前回と同様に、アンケート調査だけでは把握しきれない課題やニーズについて聞き取りを行

うために、児童虐待の専門支援者や発達に課題のある子どもの保護者、出産を控える妊婦やその

配偶者、助産師の方々にご協力いただき、事業の利用状況や課題、必要な施策についてお話を伺う

予定としています。 

(資料１－３「葛飾区子ども・子育てニーズ調査票 設問一覧」概要) 

οこちらでは、ニーズ調査の項目案を示しています。各項目に相当するページ数については、参考資

料２「平成30年度葛飾区子ども・子育て支援ニーズ調査」とリンクしておりますので、具体的な

設問はこちらをご確認ください。本日は、前回調査時からの変更点のみご説明します。 

ο（１）未就学児の保護者に対する調査について、１番、お住まいについてでは、１－２の住まい（持

ち家、賃貸）の項目に、設問を追加する予定です。前回調査時から住まいについての項目はありま
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したが、本区に住み続けて子育てをする意向の有無や、その条件等についてお伺いする事で、子育

てをする中で保護者が何を重要視しているかを把握するために追加するものです。２番、ご家族

の状況についてでは、２－４の区内居住年数の項目を削除し、葛飾区に住んだきっかけについて

お伺いする設問のみに変更する予定です。こちらは、現在本区に住んでいる方がどのような理由

で本区を選んだのか把握するものです。５番、平日の定期的な教育・保育施設等利用状況と利用希

望では、国のこども誰でも通園制度の実施に伴い、こども誰でも通園制度の利用希望について意

向確認を行うため、５－６として設問を追加する予定です。また５－10として、令和５年10月か

ら実施している、第二子無償化によるニーズの変化について意向確認を行う設問も追加予定です。

９番、不定期の教育・保育／宿泊を伴う一時預かり等の利用についてでは、９－５、子を泊りがけ

で預けた経験の有無、困難度について、国の手引き（参考資料１）の17～18ページに基づき設問

を修正する予定です。前回調査までは保護者等の利用状況の実績を調査していましたが、保護者

の育児疲れや育児不安などの事由により、子育て短期支援事業の利用を希望する数を適切に把握

する必要があることから、今回、保護者等の利用希望の数値を、利用意向の算出の際に使用し、「量

の見込み」を算出するためのものとなります。 

ο(２)幼稚園在園児の保護者に対する調査について、４の、預かり保育の利用状況では、預かり保育

を利用した感想について「役に立っていない」または「どちらとも言えない」と回答した方に対し、

その理由についてお伺いする設問を追加する予定です。７の、保育事業等の利用状況では、利用し

ていた保育事業等をお伺いする設問について、現在区で実施していない居宅訪問型保育を実態に

あわせて削除する予定です。８の、今後の利用希望では、前回調査時に新たに始まった幼児教育・

保育無償化のニーズについて把握するためにお伺いしていたものであり、現在では無償化を踏ま

えたニーズとなっていることから、今回の調査では削除する予定です。 

ο(３)小学生の保護者に対する調査について、３の、放課後の過ごし方では、放課後に過ごす場所に

ついて、子ども未来プラザの選択肢を追加する予定です。５の、学童保育クラブを利用していない

理由では、「利用したいが、入会要件(就労の日数や時間)を満たさない」という選択肢を追加する

予定です。 

ο今回の会議の場においては、ニーズ調査と基礎調査（グループヒアリング）の方法等についてご意

見を頂くとともに、ニーズ調査については、お示しした設問内容についてもご意見を頂きたいと

思います。なお、未就学児の保護者に対する調査は、調査票のボリュームが非常に大きく、多忙な

子育て世帯の方の負担になってしまうことが予想されます。そのため、今回の調査では、同じよう

な説明はできるだけまとめるなどして設問数を絞る、表現や単語をわかりやすいものとするなど

の工夫を凝らしつつ、かつ前回の調査結果と比較できるよう、項目自体は大きく変更しないよう

な配慮を行っていきたいと考えています。 

ο今回ご報告した実態調査の内容には直接関係しませんが、国の手引き（参考資料１）の26ページ

にあるとおり、令和４年の児童福祉法改正により、地域子ども・子育て支援事業として、「子育て

世帯訪問支援事業」「児童育成支援拠点事業」「親子関係形成支援事業」が新たに創設され、令和６

年４月１日から施行されます。これらの事業については、地域子ども・子育て支援事業に位置付け

られることから、今後総合計画を策定する上で、「量の見込み」や「確保方策」を策定する必要が

あります。今回追加される事業については、こども家庭庁から示された資料の抜粋である、参考資

料３「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に向けた検討状況(抜粋)」に掲載しています。こ

れらの新事業は、全ての事業で市町村が支援の必要があると認めたものを対象とする事から、先

ほどご報告した実態調査には内容を含めず、国の手引きに示された算出方法に従って、「量の見込

み」を算出する予定です。 

ο資料１－１の３番には、子ども・子育て支援に関する実態調査の今後のスケジュール（予定）につ

いて記載しています。今回、子ども・子育て支援事業計画と子ども・若者計画を総合計画として策

定するに当たり、子ども・子育てに関する実態調査のほか、子ども・若者に関する調査も実施しま

す。子ども・若者に関する調査については、子ども・子育て会議の審議事項とは直接関係しないた

め、参考資料４「葛飾区子ども・若者に関する調査について」として情報提供をさせていただきま

す。 

副会長 

ο事務局の説明に対してご質問、ご意見をお願いします。 
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委員 

οニーズ調査の規模について、おそらく規定に沿って規模などの確認をされていると思いますが、

小学生の人数を今回増やした理由や、未就学児の保育園を利用されている保護者は増えているの

ではないかと思うのですが、未就学児の数は同件数と考えた理由を教えていただきたいです。 

ο調査項目について、平成30年度の調査から、この間、コロナ禍があったというのが一番変化した

部分かと思います。就労状況を聴く欄が所定項目としてあると思いますが、問15の家を出る時間

について、この間にリモートワークを開始した企業も多いと思うので、記入方法に迷われるご家

庭があるのではないかと思います。この部分を検討されても良いのかなと思いました。 

事務局 

ο調査規模について、未就学児の調査については平成30年度が6,000件ということで、今回も同じ

ような形で件数を揃え、調査を行いたいと考えています。幼稚園の調査については、全在園児を対

象とするため、在籍数の約3,500件としています。小学校の調査については、学童のニーズが以前

より高まっている状況を踏まえて、少し多めに数を取って実態調査を行いたいと考えているため、

件数を500件増やしています。 

οリモートワークの影響について、コロナ禍によりリモートワークが進んだという状況は確かにご

ざいます。調査の中でそこを直接的に聞くことは、考えていないところでもあったので、この点に

ついて何か工夫できる余地があるか、考えさせていただければと思います。 

副会長 

οリモートワークはこれからも形を変えて継続される予定なので、考えていただければと思います。 

ο本日不在の会長より２点質問をいただいておりますので報告します。１点目は、「外国の方向けの

調査票は配付しないのか。配付しない場合は、外国籍の方のニーズが把握できないのではないか。

もし配付せずに窓口にて直接対応するのであれば、窓口に来ていいですよということについて、

調査票に表記しておいた方がいいのではないか」というご質問です。２点目は、「小学生の保護者

に対する調査については、学校に行っている子どもを前提としたアンケートとなっているが、不

登校の児童に関する設問は追加しないのか。家にいる子どもたちのニーズ把握はしないのか」と

いうご質問です。この２点について回答をお願いします。 

事務局 

ο外国の方への対応について、前回調査時は、外国の方にも日本語の調査票をお送りしています。日

本語が読めない方については、お子さんが日本語がわかるようであれば、そこで確認していただ

くとか、区役所に電話をいただいて、平易な言葉で説明して回答いただく、または窓口に来ていた

だいて、翻訳機を使ってやり取りしたというケースも前回はございました。今回も同じような対

応をさせていただければと思いますが、日本語がわからない方への対応が可能な旨は、あらかじ

め依頼文の方に書かせていただきたいと考えております。 

ο小学生の保護者に対する調査の不登校の設問についてです。こちらの調査につきましては、教育・

保育施設の量の見込みや確保方策を作成するために、国の手引きに基づいて調査するものになり

ますので、不登校の内容については調査に含めないということにはなるかと思います。一方で、先

ほど事務局からの説明の最後に、子ども・若者に関するアンケート調査を別に実施するという説

明をさせていただきました。こちらの調査は、お子さん本人に直接質問をする内容もございます。

子ども・若者に関するアンケート調査も５年前に実施しておりますが、そこでは学校を休みがち

な理由やその相談先といった設問がございますので、今回会長から頂いたご意見を踏まえて、少

し内容について検討していきたいという風に考えてございます。 

副会長 

ο１つ要望に近いところがあるのですけれどもよろしいでしょうか。調査に関する事ですが、資料

１－２の「子ども・子育て支援に関する調査概要」について、ニーズ調査の方は紙の調査票で非常

に手広くされている事がよくわかります。それに対して、もう１つの基礎調査のグループヒアリ

ングの方は、児童虐待であるとか、発達に課題がある生徒、そうした中々調査やアンケートとかの

形で一律で聞いていくのが難しいマイノリティ、少数派の意見等を吸い上げていく場として、イ

ンタビューのような手法を使って聴き取りを行っていくというのは非常に良い方法だとは思いま

すが、誰に聞くのかが非常に問題だという風に思っています。対象となるのが、児童虐待の専門支

援者が４名、発達に課題にある子の保護者が10名です。それから配偶者の方、助産師の方、この
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人数の根拠、この４名なり10名がどういった方々を想定していらっしゃるのかということを教え

て頂きたいと思います。 

事務局 

 ο児童虐待の専門支援者につきましては、施設でお勤めの方などにお伺いする予定です。発達に課

題のある子どもの保護者については、前回は葛飾幼児グループに依頼し、そういった子どもの保

護者の方にグループヒアリング形式でお話を聞かせていただきました。出産を控える妊婦とその

配偶者については、健康プラザかつしかの中で、出産を控える妊婦、その配偶者の方を対象にグ

ループヒアリングを実施しました。助産師の方につきましても、健康プラザかつしかにおいて、

直接助産師の方からグループヒアリングを実施し、お伺いしたところです。今回も同規模で実施

したいと考えております。 

副会長 

ο児童虐待の専門支援者は具体的にはどのような立場の方でしょうか。例えば施設長とか、施設に

お勤めのファミリーソーシャルワーカーの方とか、立場によっておっしゃることが違うのだろう

と思うのですけれども。 

事務局 

ο施設長ではなく、施設に勤めている方というところでございます。 

副会長 

οいろいろな専門職の方から、いろんな視点からという理解でよろしいですか。 

事務局 

ο実際に現場で対応している方の意見をお伺いする形で、お話を聞かせていただいたところです。 

副会長 

ο発達に課題がある子どもというのも、色々な障害があると思うのですけど、その辺りはどういっ

たところから、その対象者の方を選んでいるのか、重さであるとか種類であるとか色々なものが

あると思うのですけれども。 

事務局 

οこちらについては団体にご協力をいただきながら、当日その場に参加できる方々からご意見を聴

くというような形とさせていただいているので、そういう意味では障害の程度というのは分かれ

てくるのかなという風に思っております。 

副会長 

οアンケート調査の場合だと、たくさんいろんな方に聴くので、偏った意見がたくさん出てくると

か、聴き落としてしまったという事はそんなにないと思います。しかし、こうしたインタビュー調

査やグループヒアリングは、聴く相手によって答えが違ってきたり偏ったりすることが、やり方

次第ではないわけではありません。その辺りのところについて、是非せっかく調査をするのであ

れば、根拠をはっきりさせたうえで調査していただいて、ニーズをしっかりくみあげられるよう

にしていただけたらという風に願っております。 

事務局 

ο今頂いた意見を踏まえて、グループヒアリングもなるべく偏りがないよう、広くニーズを捉えら

れるように工夫して実施して参りたいと思います。 

委員 

ο話を聞いていて気になった事ですが、学校の先生や学童保育の指導者、保育園・幼稚園の先生に、

教育環境についてお伺いするような機会といったものが、このような計画策定の際にあればより

良いと感じたのですが、その点について教えてください。 

事務局 

ο今回のニーズ調査は、基本的には教育・保育施設等の「量の見込み」と「確保方策」及び13事業

のニーズを把握するために行うものですので、教育関係の方々にご質問等をさせていただいて、

色々な意見を聴くということは、今のところ考えていません。 

ο先の話にはなりますが、この計画の素案などが出来あがれば、必ずパブリック・コメントを実施し

ますので、その中では広く区民の方とか、もちろん学校の先生や保育園の先生もご意見いただく

ことができますので、そういった形では実施して参ります。 
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(２)特定教育・保育施設等の利用定員の設定について 

副会長 

ο議事(２)について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

(資料２「特定教育・保育施設等の利用定員の設定について」概要) 

οこちらは令和５年度に施設整備を行う施設及び子ども・子育て支援新制度に移行する幼稚園の一

覧となります。今回は、NO.３の明昭第二幼稚園の新制度幼稚園への移行に伴う、１号定員の設定

についてご意見をお伺いします。 

ο私立幼稚園は、各幼稚園の判断で平成27年度から開始した子ども・子育て支援新制度に移行する

か、それまでの旧制度に残って運営をするかを選択することができます。明昭第二幼稚園は、令和

６年４月から子ども・子育て支援新制度に移行することで、特定教育・保育施設の対象施設となり

ます。今回の新制度移行にあたって、特定教育・保育施設として、施設型給付費を受ける際の定員

を表す利用定員は、昨今の在籍児童数に見合ったものとしており、３から５歳児までの定員をみ

だりに増やすものではありません。また、改修等の新たな施設整備もなく、あくまで制度上の取り

扱いが変わるものになっています。 

ο新制度に移行すると、幼稚園事業者への運営に対する扶助費の枠組みが変わる他に、幼稚園を利

用する保護者は教育標準時間認定、いわゆる１号認定を区から受ける必要がありますが、受ける

教育の内容や質に影響が出るものではありません。 

副会長 

οご質問、ご意見がなければ次の議事へ進みます。 

 

(３)第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画実施状況について 

副会長 

ο議事(３)について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

(資料３－１「第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画実施状況」概要) 

ο１ページの「保育の確保状況」について。令和５年度以降の数値は、中間見直しを行った第二期計

画の「量の見込み」と「確保方策」の数値となっていますが、今回は令和４年度実施状況のご報告

となるため、見直し前の計画値との比較となります。認可保育所、認定こども園等からなる「教

育・保育施設」、小規模保育事業や保育ママ等からなる「地域型保育事業」、認証等保育所等にあた

る「その他」を含め、合計で13,013人の定員数となり、前年から比べると、合計で29人の定員増

となっています。 

ο第二期計画の達成状況としては、令和４年度の確保方策の計画値合計 13,734 人に対して、721 人

が計画値よりも不足したことになっており、計画値を未達成の状況にあります。しかし、第二期計

画に掲載されている計画値は現状と大きく乖離しているため、参考として最下段に、第二期計画

見直しにてお示した令和５年度の量の見込み及び確保方策を掲載しました。この数値と現状の保

育定員数を比較すると、現状の確保定員で量の見込みは賄えている計算となり、見直し後の第二

期計画では計画値を達成している状況になります。 

ο２ページの地域別の数値については、保育にかかる提供区域である東西南北別に表した表となっ

ています。こちらも区全域の状況と同じように、全ての提供区域で計画値を未達成の状況にあり

ますが、参考として掲載している第二期計画見直しの量の見込みの数値と、「現状(令和５年４月

＜Ｃ＞)」の保育定員数を比較すると、現在の確保定員で量の見込みを賄えていることが確認でき

ます。なお、現状の保育定員数と、参考として掲載している第二期計画見直しの確保方策の数値を

比較すると、東部及び西部で計画値上は定員数が不足しており、整備を行う必要があるように見

えますが、前述の通り、現在の確保定員で量の見込みは賄えているため、第二期計画期間中の令和

６年度までは、新規施設の設置を行う予定はありません。 

ο４ページは、第二期計画における、地域子ども・子育て支援事業、いわゆる法定13事業の実施状

況を表したものです。昨年度、第二期計画の中間見直しを策定したため、目標の達成率は見直し後
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の目標値をベースとしています。 

ο８番「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」について。令和３年度に

比べて年間延べ利用人数が大幅に増加し、達成率が 112.4%となりました。こちらは、新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況が落ち着き、全体的な活動回数が増加傾向となったため、預かり利用

回数も増加したものです。 

ο９番「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん訪問事業)」について。令和４年度は訪問件数が

やや増加しました。令和２年度及び３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、訪問

を電話対応に切り替えた時期がある事や、訪問を希望しないケースが例年より増えましたが、令

和４年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況が落ち着き、ウィズコロナの考え方がより浸透

したため、件数が増加したものと考えられます。 

ο13番「多様な主体の参入促進事業」について。令和４年度の達成率は47.6%となっていますが、目

標値の21件とは、令和２年度から４年度までの民間事業者による新規施設整備数の累計です。先

ほどご説明した状況により、令和４年度の実績は、西亀有保育園の民営化による整備１件となっ

ています。 

ο５ページは、第二期計画より新たに開始した事業について、その状況を記載したものです。ここで

は、主な事業について説明します。 

ο２－１－21「産後ケア体制の整備」について。出産後間もない母子に対して心身のケアや育児のサ

ポート等を行う各事業について、令和４年度から新たににこわ新小岩で産後デイケアの利用を開

始しました。 

ο２－１－22「新生児聴覚検査費助成」について。先天性聴覚障害のある子どもを早期に発見し、適

切な療育につなげるため、新生児を対象とした聴覚検査費用の一部を助成しました。新生児聴覚

検査受診票を母子健康手帳と一緒にお渡しし、検査の必要性について説明することで、98.5%と高

い実施率となっています。 

ο２－２－８「若者支援体制の整備」について。本人又はその家族等からの相談を受け、関係機関と

連携して適切な支援を行うもので、新規相談者数は39人でした。相談件数については増加傾向に

あり、503件となりました。相談者の状況によって相談対応が複数回必要なケースがあることが増

加理由のひとつと考えています。 

ο４－１－７「かつしか子ども応援事業」について。子ども未来プラザ鎌倉と、令和４年度に開設し

た子ども未来プラザ西新小岩で実施する子どもの育ち支援及び養育支援と連携し、学習等意欲喚

起支援を実施しました。自習等サポート支援は延べ2,356人が利用しました。 

ο５－２－22「子ども・若者活動団体支援」について。東京都の補助金を活用して助成額を増額する

ことにより、物価高騰対策といった新たなニーズに柔軟に対応し、助成金交付件数は61件となり

ました。また、新規申請団体が増えたこともあり、連絡会議への参加団体数は23団体と、前年度

を上回る団体が参加しました。 

ο７ページ以降は、第二期計画に記載されている各事業の実施状況です。各事業については、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により事業を中止したり、実施方法を変更したりしているものも

あるため、その状況については備考欄に記載しています。 

(資料３－２「葛飾区子育て支援に関するアンケート調査結果」概要) 

ο令和５年度の結果は、全体の配付数2,579部に対して、保護者の回収数1,022部、回収率 51.8% 、

子どもの回収数183部、回収率30.2%となり、保護者は昨年度よりもやや高い回収率となりました

が、子どもは昨年度よりも低い回収率となりました。 

ο各質問項目における平均得点は、「そう思う」を５点、「ややそう思う」を４点、「どちらとも言え

ない」を３点、「あまりそう思わない」を２点、「そう思わない」を１点と配点して算出しています。

昨年度調査と比較して変化があった回答について、主だったものをご説明します。 

ο７ページ(３)「延長、休日及び子どもの病気などに対応する多様な保育が充実している」につい

て、令和４年度と比較すると、「ややそう思う」の回答がやや減少し、「そう思う」「ややそう思う」

の肯定的回答は、令和３年度より減少し続けています。保護者からの自由意見欄も参考にすると、

休日保育については、「土日の保育園預かりをもう少し拡大していただけると助かる」、病児・病後

児保育については、「受け入れ時間をもう少し伸ばしてほしい」「施設を増やしてほしい」といった

意見がありました。今後のサービスの充実について、区としてできる事を検討していく必要があ



8 

ると考えています。 

ο８ページ(５)「育児中の親同士が出会いや交流できる場所(子育てひろばなど)が整っている」と

いう設問について。「そう思う」の回答がやや増加し、「わからない」の回答がやや減少しています。

こちらの設問は、年度によって回答内容にややばらつきがありますが、先ほどと同様に保護者か

らの自由意見欄も参考にすると、「健康プラザ内の子育てひろばを利用することが多く、とても助

けられている」「子どもが生まれて保育園に入るまでは児童館にお世話になって、とても助かりま

した」といった肯定的な意見のほか、「子育てひろばなどの施設は、区内の中で地域によっても差

があるように思う」「『いろは』へ子どもとよく行きますが少し遠いです。他の子育てひろばは古か

ったり、狭かったりして結局、行かなくなってしまいました」「子育てしている者同士の交流の場

をもっと設けてほしい」といった意見もあり、お住まいの地域や施設へのアクセスのしやすさな

どによって、評価にばらつきがあるものと思われます。 

ο小中高生にも一部の設問についてアンケートを行っており、54ページ以降がその結果になります。

各質問項目における平均得点については、「(５)乳幼児と触れ合い、子育てについて学ぶ機会があ

る」を除いて３点を上回る結果となっています。 

ο個別の設問では特に、(４)「災害時に守られる環境が整備されている」(６)「元気に楽しく学校に

通っている」(10)「家庭や学校などで楽しく食事の時間を過ごしている」という設問について、昨

年度より「そう思う」または「ややそう思う」といった肯定的意見が増加しています。一方で、(11)

「子どもが虐待から守られる取り組みが充実している 」については「どちらとも言えない」「わか

らない」といった回答が増加しており、子どもが虐待から守られる取組について、子どもに向けた

情報の周知方法を再考していく必要があると考えています。 

ο30 ページ(34)「安心して子育てができる環境について、葛飾区を総合的にどのように評価します

か」という設問では、昨年度に引き続き、「非常に良い」「良い」といった肯定的回答が６割を超え

ており、これまで着実に続けてきた区の子育て施策を一定程度評価いただけているものと考えて

います。一方で、62 ページ(14)「自分の考えや判断を表現できる力を身につけ、大人に成長して

いく環境について、葛飾区の取り組みをどのように評価しますか」について、こちらは子どもから

の総合的な評価になりますが、肯定的回答は４割を下回る結果となっています。子どもからの自

由意見欄も参考にすると、「高校の部活と勉強が忙しくて、区のＨＰなどを見る機会がないので、

区の取組が分からないことが多い」といったような意見の他、「部活ができる場所が少ない。体験

学習がもっとあるとよい。地域の人との交流がない」といった意見もあり、子どもにとってより分

かりやすい周知の仕組みや、成長していく上で子どもから求められている環境が不足している状

況が伺えます。今後も、子どもにとってより良い環境のあり方について検討していく必要がある

と考えています。 

ο31 ページから 53 ページには自由意見欄で頂いた保護者からのご意見、63 ページから 64 ページ

には自由意見欄で頂いた子どもからのご意見を掲載しています。 

(資料３－３「子どもからの意見一覧」概要) 

ο今年度より新たな取組として、令和５年４月に施行されたこども基本法の趣旨を踏まえ、アンケ

ートでいただいた子どもからの意見に対する区の対応について、回答の作成及び周知を行うこと

を検討しています。子どもからいただいた具体的な意見に対して、所管課にて回答を作成しまし

た。こちらをアンケート結果の報告書公表時期と合わせてホームページにて公開する予定です。

また、無記名のアンケートのため、意見をいただいたお子さんに直接区の考え方をお示しするこ

とは難しいですが、調査票を子どもに配付した施設でこちらの資料を掲示してもらうなど、区の

考え方をお示しする方法について、現在調整を進めているところです。 

副会長 

 ο事務局の説明に対してご質問、ご意見をお願いします。まず、資料３－１「第二期葛飾区子ども・

子育て支援事業計画の実施状況」に関するご意見、ご質問はございますか。 

委員 

ο４ページの11番、妊婦健康診査事業について。葛飾区で２人子どもを産みましたが、妊婦健診の

回数が14回に対して、超音波検査回数の補助が２回ということで、少なすぎてがっかりしました。

超音波検査は毎回妊婦健診で行うので、何千円か払っている、初回健診も全額自費なので数万円

かかるというところで、超音波検査とともに初回健診の補助もお願いしたいと思います。本来な
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らばこれは国がやるべき事だと思いますが、他の自治体に住んでいる友人から「妊婦検診でお金

払ったことないよ」と聞くと、いいなと思ってしまうので、少子化対策というところでもあるので

お願いしたいと思います。 

ο８ページの１－１－８「病児・病後児保育事業」について。アンケート結果でも病児・病後児保育

が近くになくて全然使えないという意見があったと思います。利用者数が書いていないので全く

わからないのですが、具体的には何人くらいから申請があって、どのくらい断っているのかを把

握されているのか、地域で病児保育をやっている所はかなり少ないと思うので、地域の偏りを把

握されているのか、今後も病児・病後児保育の施設を増やす考えはあるのかをお伺いしたいです。 

ο１－１－９「休日保育事業」について。令和２年から４年にかけて、かなり利用者数が増えている

と思います。エッセンシャルワーカーの方やシフト勤務している方は休日も預けなければいけな

い状況だと思うので、これも断らずに受け入れられているのか、今後増やしていく予定はあるの

かを伺いたいです。 

 副会長 

 ο特に病児・病後児保育と休日保育に関しては、数値的にはいい数字が出ていますが、使い勝手の

ところがなかなか利用者の観点からいうと難しいのかなということですね。実際使おうと思った

時に使えなかったというのはよくある話だと思うので、その辺りについても一緒に回答していた

だけるとありがたいです。 

 事務局 

ο妊婦健康診査について。超音波の回数ですが、国の指針では４回は受けるのが望ましいという風

になっており、葛飾区では今年度４月から23区で初めて４回を補助するように実施させていただ

いています。併せて、必要回数の多い多子の妊娠については、６回まで補助が出る形にしており、

こちらは23区内でも初めての試みとなります。 

ο受ける病院によって金額が違うところがあるので、実際に支払う金額は病院によって異なるとは

思われますが、14回というのは、通常の健診回数になっていると思っています。 

事務局 

ο病児・病後児保育と休日保育について。まず病児・病後児保育の利用者数については、それぞれ年

間 1,000 件に満たないような状況です。断っている件数については、集計する仕組みになってい

ないため、申し訳ございませんがお答えができない状況です。利用者数が 1,000 件に満たないと

いう状況なので、お断りをしているという事はあまりないのではないかと考えています。 

ο一方で、地域の偏りについては、一定の偏りはあると考えており、利用しにくいという声は、その

点からすると出やすい状況にあるのかなと考えています。様々なニーズはあるかと考えていると

ころであり、頂いている声と保育施設運営者の方々と連携しながら、できることはしていきたい

と考えているところです。今すぐに病児・病後児保育を増やせるという状況ではないのですが、方

向性としてはその辺を踏まえて対応していきたいと考えているところです。 

ο休日保育についても、お断りしている数字は把握できる仕組みになっていないため、件数はわか

らない状況です。先ほどの病児・病後児保育と同じように様々なニーズがございますので、それを

踏まえて対応していきたいと考えていますが、現時点で増やすという計画にはなっておりません。 

 委員 

ο病児・病後児保育に関してはかなり問題が多いと思っており、実際断っているものはおそらくあ

ると思います。保育園などで集団保育をやらざるを得ない状況の中では、一つ感染症が発生する

と非常にたくさんのお子さんが感染してしまう状況を完全にコントロールすることができません。

本来、子どもが熱を出し、感染した場合は病児・病後児保育に預けるのではなくて、家庭で見ても

らうのが基本ですが、お母さん達が働きに行かなくてはならないという状況の中でこの事業は行

われています。したがって、小児科医がみんなこの事業の推進をこぞって賛成するかということ

に関しては、みんなこぞって反対ですという風に申し上げています。 

ο本来は社会環境として、お子さんが休んだ時に休みをいただけるような態勢を作っていく形にし

ないとダメです。子どもを育てることに関して、区に全部おまかせではなく、自己責任的な要素も

皆さん考えていただかないと。部屋の中にいて熱をだしたりした場合は、どこかで見てなくては

いけないという状況があるので、その辺のところを踏まえなくてはいけない。しかし、今、これだ

け生産人口が減り、働かなくてはいけない状況になってしまった以上は、区としてその辺のニー
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ズの把握をやらなくてはいけないのかなと思っています。病児保育は心から賛成できることでは

ありませんが、やらなくてはいけないし、本当にどうしようもない時に病児保育という受け皿が

あるということを周知していかないといけないと思います。１日２日ぐらい休めるのであれば、

原則としてなるべく休んでもらうということについてちゃんと広報をするということも、非常に

大事なことだと思います。そうしないと、子どもたちにとって不利益です。自分の子どもが熱を出

していて、安心して働いていられるという親がもしいるとしたら、それはおかしいんじゃないか

なと思います。絶対心配なはずです。その辺のところをできるように環境整備するための働きか

けも考えるべきだろうと思いますし、単に物だけ増やせばいい、枠だけ作ればいいというものじ

ゃなくて、内容的なところに踏み込んでいかないといけないと思っています。 

副会長 

ο病児保育や休日保育については、今始まった問題ではなく、昔からこの問題はなかなか難しいと

ころがあって、設備をつくってもなかなかできないといったものもあると聴いております。病児

保育・休日保育の場合、箱モノでつくろうとするとどうしても定員数があり、実際に住んでいる自

宅から遠い、というのも問題です。距離の問題を解消していくのがなかなか難しい、元々難しいと

いうそういった意味でも矛盾をはらんでると思います。そういったものを乗り越える１つのやり

方としてよく聴くのは、例えば保育の形態としては居宅訪問型保育という、昔でいうベビーシッ

ターですけれども、現在はきちんとした認可の保育として行われておりますので、そうした中で

病児保育のようなものをサービスすることによって、少なくとも距離の問題について緩和されて、

お子さんにしてみれば慣れた自分の家の中で見てもらえるというメリットもあると思います。葛

飾区は居宅訪問型保育をされていないということですが、そうしたところもこれからに向けて考

えていただければ。施設型の物がどうしても目立ちますが、そうではない保育の形も色々ありま

すので、そういったものも考えていただければと思います。 

οかつて中野区に住んでいた時にファミリー・サポートをよく使っていたのですが、病児のファミ

リー・サポートとして、家まで来てもらえて普通のファミリー・サポートよりやや手厚く見てもら

えるという仕組みがあり、非常に使い勝手がいいものでした。そうしたものについても、施設など

ではないところで少し形を変えて実施することによって、きめ細かなサービスになっていくので

はないかと思うのですが、何かそういったプランだとか、あるいはもう既に検討はしてみたけれ

ども、理由によりやっていないということがあればお聴かせいただきたいです。 

委員 

ο私は葛飾で病児・病後児保育をやっております。また、葛飾の11施設の協議会の会長、全国の副

会長をやっています。ここだけ見ると、葛飾区は量が少ないと見えるかもしれません。けれども、

葛飾は葛飾方式という、病児と病後児の連携がとれている、全国でも注目されている制度を実施

しています。他区の病児保育は、大体クリニック併設が多いです。その中で葛飾は、保育所併設

型の病児保育が充実しています。 

ο私も、基本的に病気の時は親が看るべきだと思っています。協議会のメンバーも施設長もみんな

そう思っています。しかしながら、そういかないところで、病後児があと１日休んだら健康に、

元気になって集団保育に帰っていけるというような考えのもと、病後児保育が保育所に併設され

ることが望ましいと思っています。 

ο区民の意見の中で、利用したい時間に利用できない、利用勝手が悪い等の意見がありましたが、

それは親の都合です。病後児保育にはドクターがいません。土曜日も、何かあったら関係機関と

連携を取る事ができないので、子どもの命を考えてそういう時間帯になっています。色々なご意

見がありますが、子どもの命を預かるという視点に立った時に、何を選んで何を排除するのかと

いうのは、考えていただかなければいけないことだと思っています。 

ο先ほど副会長から、居宅型やファミリー・サポートを充実したらどうかというご意見がありまし

たが、基本的に反対です。なぜならば、そこには第三者の目がないので、何があったかわからな

い。全国病児保育協議会でも、居宅型・訪問型は積極的に進めておりません。事故があった時の

責任はどこがとるのかという問題で、これを導入する際にはまずモデルとして１年やってみてど

うするかと、そこまで考えてこの居宅型・訪問型は進めています。資料に訪問回数がありますが、

これはおそらく11施設以外の施設がやっているものなので、葛飾病児保育協議会では、全くどう

いう風な形で進められているのか把握できていません。 
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ο断りに関する件数ですが、コロナで数字が大きく変わりました。コロナ前までは対応の量が多か

ったです。コロナで３年間、保育所が受け入れを制限したのと同じように、病児・病後児保育施

設も感染源でしたので、受け入れを制限せざるを得ませんでした。今年に入って元に戻り、申し

込みがあれば病児・病後児保育が可能かどうかを判断しています。断りの件数やどういう場合に

断ったかというのは、大体はコロナの検査をしてもらい、陽性反応が出たというところでお断り

をしています。また、病後児は病気が終わる頃に利用する制度ですので、病気の最中は預かりま

せん。昨日の夜発熱して次の日に病後児保育はないだろうと、それは家で看るか病児に行くかと

いうことを考えつつ、丁寧に担当者が対応しておりますので、件数だけでなく、葛飾方式という

良いやり方で全国的に注目されているのだという事を、皆さんにも知っていただきたいと思って

発言させていただきました。 

事務局 

ο考え方が様々ですので、一概にこちらのご意見を聴いて決めるということは、なかなか難しいも

のだ、ということも踏まえてお答えしようかと思っていました。ご意見にもあったように、それ

ぞれのニーズには、それぞれの思いがあると思っております。社会的な要請として働かなければ

ならないという型の根本のところ、一方で家にいるべきだというような考え方もあると思います

ので、区としてはそういうような、何でできないのかというころを広報とか、こういう風な考え

方ですとかのコミュニケーションを取れると良いのかなと思っているところです。そのようなこ

とを踏まえながら、課題が解決できれば訪問型も実施していけるかもしれないですし、そうでは

なくて、今まさに２歳までのお子さんがいる家庭については休みやすくできるような社会にして

いこうという事も言われておりますので、そういったことも踏まえながら、できることをやって

いきたいと考えています。 

委員 

ο社会福祉協議会でファミリー・サポートのいろんな形の講習の講師として10年以上話をしていま

す。何のために話をしているかというと、ファミリー・サポートで色んな方のお迎えとか、そうい

う形でのお願いをしている訳です。決して、病後児をサポートするためにやっているわけではな

いのだけれども、社会福祉協議会も、利用の仕方などの周知がうまくいっていません。 

ο保育園の中で、保育ママのような非常に小規模な形でしたら、逆に感染から隔離できるという利

点もあるので、そういうものをうまく組み合わせて活用していくとか、そういう流れを策定して

いただくと、この問題は多少いいかなと思います。ただ、１番の懸念点は、自分の家の中に他人が

入るということです。そこで何が行われているのか、家の中に監視カメラを置いて、全部親がチェ

ックするという形でやればわかるかもしれないので、デバイスを使った上でやっていくとか、人

をどこまで信用するかとかそういう話になります。刑務所の監視と同じじゃないかという感じで

すが、デバイスで子どもの監視をするという形でやっていかなければ、実際には上手くいかない

ということです。 

ο大事な事は、そのまま放っておかないで、小児科や医療機関にかかるということ。放置しないでも

らいたいです。今は子どもが死ななくなりました。過去には年間20～30人が亡くなっていました

が、今は亡くなる子はいません。子どものもう一つの基本的な特性として、感染を受けないといけ

ない。感染をしながら、熱を出しながら育てていくという考え方を、よく皆さんに理解していただ

かないといけません。大きくなれば治ります。小児科医のところには、小学校に上がれば来なくな

ります。でもそこまでの間は感染してしまうから、それに対してどうするかという事を親御さん

にもわかっていただき、区としてどういう風にやってくかという姿勢を考えていただきたいです。

是非ここはご理解いただくようにお願いしたいなと常々思っています。 

事務局 

οファミリー・サポート・センターは、葛飾区から社会福祉協議会に委託しています。ファミリー・

サポート・センターで実際にやっていただいている内容は、例えば保育園や幼稚園の送り迎えや、

学童保育クラブが終わったので少し預かってほしいなどの、昔であれば近所のおじさん、おばさ

んが手助けしてくれた事をメインでやらせていただいております。そういった件数が実際に増え

ています。ファミリー・サポートについては事前に登録等をしていただいて、きちんと制度を理解

していただいた上でご利用いただくというところで、スポットで使いたい、急に今日使いたい、登

録はしていないが使いたいという制度ではございません。地域の方々にボランティアとしてご協
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力いただいている事情がございますので、医学の正しい知識をもちあわせて、責任をもった対応

ができる事業ではございません。病気になられた直後の方は難しいですが、もう治ってあと１日、

２日お家でおとなしくしてなさいというような状況であれば、お預かり出来るのが今のファミリ

ー・サポートでございますので、そうしたところをきちんとＰＲして参ります。 

事務局 

οまさに医療的な観点からしますと、本来感染症を防ぐためには、やはり保育は難しいという状況

にある中で、社会的な要請というものがあって、そもそも保育制度そのものが、就労を前提してい

るというところがございますので、そういった中でできた制度なのかなと考えております。訪問

型という形も、ファミリー・サポートという形もあって、様々な形がある中で、子どもが安全・安

心に過ごせるという状況をいかに作っていくかというのが重要と考えております。保育の現場の

先生方にご意見を伺った上で、病児・病後児保育をどのようにしていくのか、根本的な解決を目指

す、社会的な状況を変えていくというのも、一つ行政の役割だと思っておりますので、そちらと平

行しながら考えていきたいと思います。 

委員 

ο結局は親の働き方になると思います。日本社会がそっちの方向に行ってくれれば解決する問題は

たくさんあるものの進んでいない。個人的に働き方を変えざるを得ないから、どうしても制度が

必要になる。制度を子どもが産まれる前、産まれてからすぐに知っておくこと、そしてなるべく柔

軟な働き方ができるようにしていく事、それも大事かなと思うので、そこの教育が大事かなと思

います。葛飾区には、事業者への働き方改革の働きかけをしてほしいと思います。 

副会長 

οありがとうございました。続いて、資料３－２「葛飾区子育て支援に関するアンケート調査結果」、

資料３－３「子どもからの意見一覧」についてご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

委員 

ο不登校支援について。９月に娘が中学３年生で不登校になりました。ものすごく困ったのが、親と

してどうしてよいかわからない。何も言わないと学校から何も来ないので、ただ休んでいること

になります。私は知り合いもいていろいろ勉強していたので、こっちからどんどん動いて、20 日

間ぐらい休んでどうにか今通いはじめているところです。当事者になり、初めていろいろ問題が

あると感じました。 

ο親がフルタイムで共働きの場合おそらく対応できません。子どもは放置されて家に一人でいる状

態になります。学校から何か働きかけがあっても、両親が休めない状況であれば、なかなか動くこ

とが出来ません。その上でスクールソーシャルワーカーの先生に相談しにいこうと思っても、平

日の特定の日、週１回仕事を休んで行っても、話を聞いたところで、親としてどうしてよいかわか

らない上に、初めて聞く話で何も対応できません。 

ο中間の２学期の成績表について、担任に休むと全て評定が１個ずつ落ちると言われました。本人

は学校に行きたくても行けない状態なのに、それを言われたら復活も大変です。いじめられて行

けなくなって、ある意味被害者であるにも関わらず、進路についてものすごく制限されて、20 日

間休んだからもう推薦は出せません。今、特別指導教室で本人は努力しようとしていますが、授業

で配られたプリントを学校に出さないとダメと言われました。本人はやりたい、でも学校からプ

リントは出してもらえないので、自分でやろうとしています。 

ο教室にいないだけでかなり勉強しやすくなり、環境はいいと思うのですが、成績がつきません。保

護者も本人も糸口が１ヶ月全く見えないまま、ただ時間だけ過ぎていきます。学校側としても色々

まだわからないというか、どう対応してよいかわからないと思うのですが、このまま高校も行け

るかどうかわからない状態になり兼ねません。本当に親が動かないと、言わないと、何もない。学

校によって違うとは思いますが、そういう状況が実際にあり、そしていじめた側への指導も全く

ありません。その生徒も元々ある程度強い言い方をする生徒であり、半年くらいずっと悪口を言

われていたらしいです。ただ、その言った言葉自体に先生としては、それは人をいじめているとは

言えない言葉だと。先生によって違う、学校によって違うとは思いますが、今どんどん増えていま

す。一定のやり方というのは無いと思いますが、そのまま放っておかれるという状況は違うので

はないかと思います。今、不登校の対策はどのようになっているのですか。 
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事務局 

ο本日は教育委員会の担当者が不在のため、詳しい回答がすぐにできない状況でございます。不登

校対策は区としても行っているところではありますが、一方で不登校のお子さん達が年々増えて

いるというのもデータでも表れています。その先には引きこもりとか、大きくなってからもずっ

と続いていく問題でありますので、そういった意味では、増えてから対策では遅いというのは、委

員のおっしゃるとおりだと思います。そうならないように早期に手を打って対応していきます。

学校で今対応がバラバラになっているというのも、なるべくそうならないようにしっかり対応し

ていく必要があるのかなと考えてございます。今回詳しいお話ができないのですが、今のご意見

については、教育委員会にも共有させていただきます。 

副会長 

ο子どもの居場所の問題についてはなかなか難しいところなんですけれども、こども家庭庁もでき

まして、そうしたことを統合して取り組んでいこうという機運になっておりますので、そうした

なかで取り組んで参りたいと思います。 

委員 

ο学校は枠にはめてしまい自由がないですよね。どんな形でもいいから勉強をするという体制を作

るような自由度が本来学校にはあるべきだろうと思います。１つの枠にはまり、その枠から外れ

ることによって、中学３年生で受験などがある中で制約されてしまうのはおかしいと思いますし、

これは多様性を認めていない社会ではないかと思います。ここは教育現場も反省すべきところも

あるのではないかと思います。いろんな考え方があって、その多様性の中で僕らが強く生き残る

ためにどうすればいいのかということは、しっかり考えていくべきだと思います。 

ο子ども達に聞いた調査項目の中で、この設問はちょっとおかしいのかなと思っているところがあ

ります。60 ページの「子どもが虐待から守られる取組みが充実しているか」という概念的な聞き

方は、親に対して聞いているような設問になってしまっているのではと思います。「障害のあるな

しにかかわらず、子ども同士が一緒に交流できる場所が充実している」とか、こういう内容を中学

生に聞いても、彼らが思っているところは出てこないような気がします。例えば「学校の規制がす

ごく厳しい」とか、「学校の校則はどういう風にするか」とか、「子どもたち同士がいじめにあわな

いようにするには何が必要だと思いますか」とか、そういう風に聞いてみても良いのでは。こうい

うアンケートをこれからやるのであれば、もう少し目線を小学生・中学生レベルにすることが必

要ではないかなという風に思いました。 

事務局 

ο親に聞いている設問をベースにした設問設定にしたりもしているため、聞き方のところは、次年

度にどういう設問にしていけば相応しいのか検討させていただきます。 

副会長 

ο時間に限りがございますので、これからのご意見とご質問については事務局から配付するご意見

用紙にご記入いただき、改めてご提出いただく形にしたいと思います。 

（事務局より意見用紙を配付） 

 

(４)その他 

副会長 

ο議事(４)①について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 (資料４「(仮称)葛飾区子ども・子育て基本構想の策定について」概要) 

ο本区が、将来、持続可能なまちとして発展していくためには、まちづくり全体の中で子ども・子育

て支援を積極的に推し進め、子育て世代を中心とした多くの人から住んでみたい、住み続けたい

と思われる魅力的なまちづくりを進めていくことが重要です。このことから、子ども・子育て施策

を更に促進するため、子どもを主体とした子ども・子育て支援の視点を区政全般に反映したまち

づくりを推進して、持続可能な「かつしか」を実現すべく、「（仮称）葛飾区子ども・子育て基本構

想」（以下「子ども基本構想」という。）を策定します。 

ο子ども基本構想は、葛飾区基本構想の理念の下、葛飾区基本計画に位置付けられている全ての政
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策やこれらの政策と整合している本区の個別計画等を、子ども・子育て支援の視点から捉え直し

て、総合的なまちづくりを推進していくための指針としての役割を持つものです。子ども基本構

想で位置付ける理念や方向性（子ども・子育て支援の視点）を踏まえて、区全体の政策や施策、計

画等を推進していきます。 

ο子ども基本構想は令和６年３月策定を予定しており、策定に向けて12月頃にパブリック・コメン

トを実施します。本会議においても今後の進捗を報告していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

副会長 

ο議事(４)②について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

ο参考資料「葛飾区児童相談所パンフレット」について説明。 

副会長 

ο議事(４)③について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 (資料５「児童相談所設置自治体事務について」概要) 

ο令和５年10月１日に児童相談所が開設されたことに伴い、児童相談所を設置する自治体が担う事

務が、同年10月１日に東京都から葛飾区に移管されました。「２ 児童相談所設置自治体事務に

ついて」の（１）から、次ページの（16）までの16の事務が、東京都から移管されています。 

ο児童福祉審議会では、委員長及び副委員長の選任、部会の設置などを行います。なお、10月 18日

に、令和５年度第１回葛飾区児童福祉審議会を開催したところです。部会については、里親認定部

会、権利擁護部会、児童福祉施設部会の３つの部会を常設として設置し、所掌事項を調査審議しま

す。また、臨時の部会として、その他の事項に関する部会は、必要に応じて開催します。 

副会長 

οここまでのところで事務局の説明に対してご質問、ご意見があればお願いします。 

委員 

ο我々子どもを預かっているんですけれども、人様のお子さんの命を預かるというのは軽いもので

もないし、絶対に壊してはいけないものです。いろんな理由があって日々預かっていますが、そこ

のところで今回のこの計画の実施状況や計画との差異が色々あります。保育園もですが、13 事業

で見ると学童の待機児童が問題になりつつあるので、解消しなければいけないところも１つだと

思います。10 月から葛飾区子どもの権利条例が制定されましたが、大切に預かる命がないがしろ

にされても、数を減らせばよいというのは違うと思っています。今日は教育委員会の方が来てい

らっしゃらないですけれども、私たちの何とかしたい思いと、子どもの最大の利益のためにどう

するかというのをこれからも考えていかなければいけない。子どもが病気の際は親が面倒を看る

のが基本ではありますが、働く保護者の気持ちも考えると、なんとかしたいという狭間で、そこの

ところも区とよく話していきたいと思います。特にこれから数年、学童含めて待機児童が問題に

なってきます。学童の整備の問題も含めて、以前に話していたことがほぼ進んでいない状況もあ

るので、私達は預かりたくなくて預からない訳ではなく、預かるには預かる環境をきちんとしな

ければ預かれないというのが現状なのもご理解いただき、整備も含めて区とこれからも話し合っ

ていきながら、利用者の皆様がより良いサービスを受けられるようにしていきたいと思うので、

これからもよろしくお願いします。 

 

３ 閉会 

副会長 

ο本日の会議はこれにて閉会とさせていただきます。長時間のご協力ありがとうございました。 


